
書式第８号（法第１０条・第２５条関係） 
設立・定款変更用 

 
 
 

特定非営利活動法人ふりーだむ 

１ 事業実施の方針 
  設立初年度については、障害者及び障害者支援に関わる人々に対して、障害者の自立のための 
 支援活動並びに障害者支援の人材育成を行い、地域コミュニティの形成及び福祉の増進など 

  広く公益に寄与することを目的とする。 
 
２ 事業の実施に関する事項 
（１）特定非営利活動に係る事業              （事業費の総費用【 1,208 】千円 ） 

定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 従事者 
人数 

受益 
対象者 
範囲 

受益 
対象者 
人数 

事業費 
（千円） 

障害者の職業
技術支援事業 

障害者個人へ職業技術習

得の指導を行う事で、職業

技術の習得が可能となり、

障害者の就職率向上へ繋

げる。 

年 4 回 指導者の
事務所 3～5 人 障害者 不特定 

多数 

400 
障害者雇用団体から委託

を受けて、障害者へ職業技

術習得の指導を行う事で、

安定した障害者雇用に繋 
げる。 

年 4 回 
障害者雇
用団体事
務所 

3〜5 人 障害者雇
用団体 

3〜5 
団体 

障害者への教
育及び学習の
推進事業 

障害者とその家族へ絵画

やその他作品制作のワー

クショップを開催し、絵画

やその他作品制作を体験

する事で、障害者の身体能

力向上やコミュニケーシ

ョン能力向上へ繋げる。 

月 1〜2
回 

指導者の
事務所・
集会場・

他 
1～3 人 障害者・

家族 90 組 400 

障害者の社会
参加や文化活
動の促進に関
する事業 

障害者と一般の方たちへ

文化、音楽、スポーツなど

の様々なイベント開催を

行うことにより、双方が交

流し、障害者の社会への順

応性の向上へ繋げる。 

年 2 回 
都内各所
のホール
や集会
所・他 

2～3 人 
障害者・
家族・一

般 
不特定 
多数 100 
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教室などを中
心とした地域
コミュニティ
の拠点作り事

業 

障害者と一般の方たちへ

文化、音楽やスポーツに関

するワークショップの開

催を定期的に行うことに

より、その地域の方々や関

連施設との交流が盛んに

なり、障害者への理解とコ

ミュニティ作りへと繋げ

る。 

年 2 回 都内各所
の施設 2～3 人 

障害者・
家族・一

般 
不特定 
多数 100 

福祉サービス
の質に関する
調査・研究事

業 

障害者雇用団体より委託

を受けて、現状の雇用形態

や環境が適切か否かの調

査を行い調査結果のフィ

ードバックをする事によ

り、労働環境の向上に繋げ

る。 

年 5 回 

障害者雇
用団体事
務所 

1～2 人 障害者雇
用団体 5 団体 208 

 
 
（２）その他の事業                    （事業費の総費用【 1,046 】千円） 
定款に記載 
された 
事業名 

事業内容 日時 場所 従事者 
人数 

事業費 
（千円） 

職業技術支援
にて制作され
た商品の販売

事業 

障害者が制作に関わる他社の商品(胡蝶蘭 他)
を ECサイト及び営業活動にて販売を行う事
により、製品を全国に広め障害者の雇用拡大
や環境改善へと繋げる。 

毎日 
法人事務
所及び全
国各地 

10 人 1,046 

 
 


